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令和５年度決算に基づくいわき市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第

22条第１項の規定により審査に付された令和５年度決算に基づくいわき市健全化判断比率

及び資金不足比率についていわき市監査基準に基づき審査しましたので、その結果につい

ての意見を次のとおり提出します。 
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第１ 審査の対象 

令和５年度いわき市一般会計、特別会計（財産区特別会計を除く。）及び公営企業会計の

決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

 

第２ 審査の期間 

令和６年６月28日から同年８月６日まで 

 

第３ 審査の手続 

１ 審査の主な着眼点 

審査に当たっては、審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率が所定の算定様式に

記入された数値に基づき算定されているかの確認並びに各欄に記入された額や数値の正確

性の検証を主眼とした。 

 

２ 審査の方法 

健全化判断比率及び資金不足比率の計算が正確であるか、その算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかについて、決算書等関係書類との照合及び関係者から

の聴取などの方法により実施した。 

 

第４ 審査の結果 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類

はいずれも法令に適合し、かつ正確であると認められた。 

 

１ 健全化判断比率 

区  分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 中核市 早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － － － － 11.25％ 

連結実質赤字比率 － － － － 16.25％ 

実 質 公 債 費 比 率 8.0％ 8.7％ 7.8％ 5.4％ 25.0％ 

将 来 負 担 比 率 － － 2.7％ 34.2％ 350.0％ 

※１ 「－」は、実質赤字額若しくは連結実質赤字額が生じないため、又は将来負担額を充当可能

財源等が上回るため、比率が表示されないことを示す。 

※２ 「中核市」の欄に掲げた数値は、令和４年度末現在の中核市62市の平均値であり、比率が表

示されない市については比率を0％とみなして算定している。 
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２ 資金不足比率 

区  分 令和５年度 令和４年度 令和３年度 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 － － － 

20.0％ 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 － －  

病 院 事 業 会 計 － － － 

下 水 道 事 業 会 計 － － － 

地域汚水処理事業会計 － － － 

農業集落排水事業会計 － － － 

卸売市場事業特別会計 － － － 

温泉給湯事業特別会計 － － － 

※１ 「－」は、資金の不足額が生じないため、比率が表示されないことを示す。 

※２ 工業用水道事業会計は、令和４年度に新設されたもの。 
 

第５ 各比率の概要 

 

１ 健全化判断比率 

 

⑴ 実質赤字比率 

実質赤字比率とは、一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、

算定式は、次のとおりである。 

 

実質赤字比率＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
 

 

一般会計と２つの特別会計を合計した一般会計等（６ページ参照）における歳入歳出差

引額は80億8,591万2千円で、当該金額から翌年度へ繰り越すべき財源31億4,457万8千円を

差し引いた実質収支額は49億4,133万4千円の黒字となっており、実質赤字額は生じていな

い。 

 

⑵ 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率とは、一般会計等及び公営事業会計における実質赤字額又は資金の不

足額の標準財政規模に対する比率であり、算定式は、次のとおりである。 

 

連結実質赤字比率＝
連結実質赤字額

標準財政規模
 

 

一般会計等及び公営事業会計（６ページ参照）の実質収支額等を合計した額は324億

1,729万4千円の黒字となっており、連結実質赤字額は生じていない。 

×100 

×100 
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⑶ 実質公債費比率 

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利償還金の標

準財政規模に対する比率（令和３年度から令和５年度までの単年度比率を平均したもの）

であり、算定式は、次のとおりである。 

 

元利償還金 償還のための特定財源

＋ ＋

準元利償還金
元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

標準財政規模 －
元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

令和３年度、令和４年度、令和５年度の各単年度比率の平均

×100

－

実質公債費比率＝

 

 

一般会計等における令和３年度から令和５年度までの３箇年平均による実質公債費比

率は8.0％であり、前年度の平均値8.7％と比較して0.7ポイント低下している。 

単年度での比率は、令和３年度が約8.8％、令和４年度が約9.5％、令和５年度が約6.0％

となっている。 

 

⑷ 将来負担比率 

将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率であり、算定式は、次のとおりである。 

 

＋
地 方 債 現 在 高 等 に 係 る
基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額

標準財政規模 －

将来負担比率 ＝ ×100

将 来負 担 額 －
充当可能特定財源＋充当可能基金

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金
に 係る 基 準 財 政需 要 額 算 入額  

 

一般会計等における将来負担額への充当可能財源等2,142億2,998万円が将来負担額

2,037億1,560万円を上回っており、将来負担額は生じていない。 

これは、主に一般会計等の地方債現在高が減少したことによる将来負担額の減によるも

のである。 
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２ 資金不足比率 

 

資金不足比率とは、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率であり、算

定式は、次のとおりである。 

 

資金不足比率 ＝ 資金の不足額
※１

事 業 の 規 模
※２

 

 

※１ 資金の不足額 

・法 適 用 企 業＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした

地方債（以下「算入地方債」という。）の現在高－流動資産）－解消可

能資金不足額＊ 

・法非適用企業＝（歳出額＋算入地方債の現在高－歳入額）－解消可能資金不足額＊ 

＊ 解消可能資金不足額 

事業の性質上、事業開始後の一定期間構造的に生ずる資金の不足額がある場合等において、

資金の不足額から控除する一定の額 

 

※２ 事業の規模 

・法 適 用 企 業＝営業収益の額－受託工事収益の額 

・法非適用企業＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

 

⑴ 水道事業会計（法適用企業） 

    流動資産の額107億990万2千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額25億

2,269万円を81億8,721万2千円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

 

⑵ 工業用水道事業会計（法適用企業） 

  流動資産の額1億4,501万5千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額3,263

万円を1億1,238万5千円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

 

⑶ 病院事業会計（法適用企業） 

  流動資産の額188億7,415万2千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額32億

8,498万2千円を155億8,917万円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

 

⑷ 下水道事業会計（法適用企業） 

  流動資産の額66億643万3千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額55億

8,840万8千円を10億1,802万5千円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

×100 
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⑸ 地域汚水処理事業会計（法適用企業） 

  流動資産の額5億2,372万4千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額1,883

万4千円を5億489万円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

 

⑹ 農業集落排水事業会計（法適用企業） 

  流動資産の額8,354万8千円が流動負債の額及び算入地方債の現在高の合計額5,781万8

千円を2,573万円上回っているため、資金の不足額は生じていない。 

 

⑺ 卸売市場事業特別会計（法非適用企業） 

歳入額3億5,403万4千円が歳出額及び算入地方債の現在高の合計額3億8,138万円1千円

を2,734万7千円下回っているものの、解消可能資金不足額があることにより、資金の不足

額は生じていない。 

 

  ⑻ 温泉給湯事業特別会計（法非適用企業） 

    歳入額から翌年度に繰り越すべき財源を除いた2億1,508万7千円が歳出額及び算入地方

債の現在高の合計額2億163万円を1,345万7千円上回っているため、資金の不足額は生じて

いない。 

 

第６ まとめ 

健全化判断比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率が算出さ

れず、実質公債費比率が早期健全化基準を下回るものとなっており、また、資金不足比率に

ついては、いずれの公営企業会計においても資金の不足額が生じないことから算出されない。 

今後においても、財政指標等について的確に分析・評価しながら、効率的かつ効果的な行

財政運営につなげるよう望むものである。 

 



　母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

　土地区画整理事業特別会計

　水道事業会計

　工業用水道事業会計

　病院事業会計

　下水道事業会計

　地域汚水処理事業会計

　農業集落排水事業会計

　卸売市場事業特別会計

　温泉給湯事業特別会計

　国民健康保険事業特別会計

　後期高齢者医療特別会計

　介護保険特別会計

　競輪事業特別会計

　一 部 事 務 組 合 等

　　・ 公立小野町地方綜合病院企業団

　　・ 福島県市町村総合事務組合

　　・ 福島県市民交通災害共済組合

　　・ 福島県後期高齢者医療広域連合

　地 方 公 社 等

　　※　資金不足比率は、会計ごとに算定

 ○　各比率の対象範囲
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